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待
機
児
童
の
解
消
も
視
野
に
入

れ
た
重
層
的
な
見
守
り
機
能
が

発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
設
計

と
す
る
こ
と
。

◆

聴
覚
補
助
機
器
等
の
積
極
的

な
活
用
へ
の
支
援
を
求
め
る
意

見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

様
々
な
難
聴
者
に
適
用
で
き
る

聴
覚
補
助
機
器
等
の
選
択
肢
が

整
っ
た
今
、
我
が
国
の
さ
ら
な

る
高
齢
化
の
進
展
を
踏
ま
え

て
、認
知
症
の
予
防
と
と
も
に
、

高
齢
者
の
積
極
的
な
社
会
参
画

を
実
現
す
る
た
め
に
、
次
の
と

お
り
、
聴
覚
補
助
機
器
等
の
積

極
的
な
活
用
を
促
進
す
る
取
組

を
強
く
求
め
る
。
⑴
難
聴
に
悩

む
高
齢
者
が
、
医
師
や
専
門
家

の
助
言
の
下
で
、
自
分
に
合
っ

た
補
聴
器
を
積
極
的
に
活
用
す

る
環
境
を
整
え
る
こ
と
。
⑵
耳

が
聞
こ
え
に
く
い
高
齢
者
や
難

聴
者
と
円
滑
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
れ
る
社
会
の
構
築

を
目
指
し
、
行
政
等
の
公
的
窓

口
な
ど
に
、
合
理
的
配
慮
の
一

環
と
し
て
聴
覚
補
助
機
器
等
の

配
備
を
推
進
す
る
こ
と
。
⑶
地

域
の
社
会
福
祉
協
議
会
や
福
祉

施
設
と
の
連
携
の
下
、
聴
覚
補

助
機
器
等
を
必
要
と
す
る
人
々

へ
の
情
報
提
供
の
機
会
や
場
の

創
設
等
、
補
聴
器
を
普
及
さ
せ

る
社
会
環
境
を
整
え
る
こ
と
。

◆

災
害
発
生
時
に
お
け
る
信
頼

性
の
高
い
情
報
連
携
体
制
の
構

築
へ
の
支
援
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

次
の
と
お
り
、
災
害
発
生
時
に

お
け
る
信
頼
性
の
高
い
情
報
連

携
体
制
の
構
築
に
向
け
て
の
支

援
の
積
極
的
な
推
進
を
求
め

る
。
⑴
情
報
発
信
者
や
情
報
発

信
機
器
の
事
前
登
録
等
に
よ

り
、
情
報
の
信
頼
性
を
担
保

し
、
現
場
か
ら
の
正
確
な
情
報

を
収
集
し
活
用
す
る
情
報
連
携

る
た
め
の
施
策
を
講
じ
る
こ
と

　

試
行
的
事
業
の
職
員
配
置
や

設
備
基
準
は
、
認
可
保
育
所
並

み
の
水
準
と
な
っ
て
い
る
が
、

認
可
保
育
所
等
の
実
施
事
業
所

が
不
足
し
て
い
る
地
域
に
お
い

て
は
、
制
度
の
導
入
推
進
を
図

る
た
め
に
も
職
員
配
置
や
設
備

基
準
を
満
た
す
た
め
の
財
政
的

措
置
を
含
む
支
援
策
を
講
じ
る

こ
と
。
⑵
自
治
体
に
よ
っ
て
１

人
当
た
り
の
利
用
時
間
の
上
限

を
増
や
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

　

試
行
的
事
業
で
は
、
補
助
基

準
上
の
１
人
当
た
り
利
用
時
間

の
上
限
は
10
時
間
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お

け
る
乳
幼
児
数
や
地
理
的
特
性

に
よ
っ
て
、
利
用
時
間
の
ニ
ー

ズ
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

中
、
全
国
の
市
町
村
で
実
施
す

る
給
付
制
度
と
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
な
が
ら
、
自
治
体
に
よ

っ
て
地
域
差
が
生
じ
る
こ
と
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
と
い
っ
た
論
点
も
含
め
、
利

用
時
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。
⑶
障
が
い
児
や

医
療
的
ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と　

障
が

い
児
や
医
療
的
ケ
ア
児
と
そ
の

家
族
を
支
援
す
る
観
点
や
保
護

者
の
事
情
に
よ
り
通
園
が
で
き

な
い
乳
幼
児
に
つ
い
て
も
家
庭

と
は
異
な
る
経
験
や
家
族
以
外

と
関
わ
る
機
会
を
創
出
す
る
観

点
か
ら
、
こ
ど
も
誰
で
も
通
園

制
度
に
お
い
て
も
障
が
い
児
や

医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
を
認

め
る
こ
と
。
⑷
重
層
的
な
見
守

り
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な

制
度
設
計
と
す
る
こ
と　

こ
ど

も
誰
で
も
通
園
制
度
を
地
域
資

源
の
１
つ
と
し
て
整
備
し
、
こ

ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
と
併
せ

て
、
地
域
に
多
様
な
子
育
て
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
整
え
、
潜
在
的

の
効
率
化
及
び
職
員
の
労
務
環

境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
フ
リ

ー
ア
ド
レ
ス
制
の
導
入
・
拡
充

に
向
け
た
諸
備
品
の
買
入
れ
を

行
う
も
の
で
す
。
買
入
れ
価
格

は
１
億
２
千
210
万
円
、
買
入
れ

の
相
手
方
は
幸
和
商
事
株
式
会

社
で
、
履
行
期
間
は
契
約
確
定

日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日
ま

で
で
す
。

◆
三
鷹
市
議
会
会
議
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
従
来
は
文
書
で
行
わ
れ

て
い
た
手
続
に
つ
い
て
オ
ン
ラ

イ
ン
化
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と

に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
規
模
な
災
害
の
発
生
や
感

染
症
の
ま
ん
延
等
に
よ
り
参
集

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
オ

ン
ラ
イ
ン
委
員
会
の
開
催
を
可

能
と
す
る
な
ど
所
要
の
改
正
を

行
う
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

◆
井
口
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
仮
称
）

等
整
備
工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

　

市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
の
機
会
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住

民
の
交
流
の
場
や
災
害
時
の
在

宅
生
活
を
支
援
す
る
共
助
の
拠

点
づ
く
り
を
行
う
た
め
、
井
口

グ
ラ
ウ
ン
ド
（
仮
称
）
等
の
整

備
工
事
を
実
施
す
る
も
の
で

す
。
契
約
の
金
額
は
４
億
９
千

720
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
長

谷
川
・
三
栄
建
設
共
同
企
業
体

で
、
工
期
は
契
約
確
定
日
の
翌

日
か
ら
令
和
７
年
５
月
30
日
ま

で
で
す
。

の
建
築
制
限
の
緩
和
に
係
る 

特
例
認
定
制
度
の
創
設
に
伴

い
、
当
該
審
査
に
係
る
手
数
料

を
追
加
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

す
。
主
な
改
正
内
容
は
、
令
和

６
年
度
分
の
個
人
市
民
税
に
つ

い
て
、
納
税
義
務
者
の
合
計
所

得
金
額
が
１
千
805
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
に
限
り
、
本
人
１
万

円
、
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶

養
親
族
１
人
に
つ
き
１
万
円
を

所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
控
除
対
象
配

偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶
者

に
つ
い
て
は
、
令
和
７
年
度
分

の
所
得
割
の
額
か
ら
１
万
円
を

控
除
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

令
和
６
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
る
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
関
係
規
定
の
整
備
を

図
る
も
の
で
す
。
ま
ず
、
個
人

市
民
税
に
つ
い
て
は
、
公
益
信

託
制
度
の
改
正
に
伴
い
、
所
得

税
法
に
お
い
て
寄
附
金
控
除
の

対
象
と
し
て
、
公
益
信
託
に
関

連
す
る
寄
附
金
が
追
加
さ
れ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
個
人
住
民
税

に
お
け
る
寄
附
金
税
額
控
除
に

係
る
規
定
を
改
め
る
も
の
で

す
。
次
に
、
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
発
電
設
備
に
係
る
課
税
標
準

の
特
例
措
置
の
う
ち
、
一
定
の

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
の
特
例
割
合
を
見
直
し
、

７
分
の
６
と
す
る
ほ
か
、
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

建
築
基
準
法
等
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
既
存
建
築
物
の
敷
地

と
道
路
と
の
関
係
の
制
限
の
緩

和
及
び
既
存
建
築
物
の
道
路
内

◆
三
鷹
市
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
本
年

５
月
27
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
当
該
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た

が
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め

議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕

が
な
い
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治

法
第
179
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
本
年
５
月
24
日
に
市
長
に

お
い
て
専
決
処
分
を
行
っ
た
も

の
で
す
。
主
な
改
正
内
容
は
、

条
例
第
３
条
第
３
項
の
「
法
別

表
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」

を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に

改
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
に

つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
本
年
４
月
１
日
等

に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

当
該
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
生
じ
ま
し
た
が
、
特
に

緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会
を
招

集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ

と
か
ら
、
地
方
自
治
法
第
179
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本

年
３
月
31
日
に
市
長
に
お
い
て

専
決
処
分
を
行
っ
た
も
の
で

第
２
回
定
例
会

可
決
し
た
議
案

市
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

条
　
例

規
則
・
条
例

意
見
書（
要
旨
）

◆
三
鷹
市
立
井
口
小
学
校
大
規

模
改
修
工
事
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

　

「
新
都
市
再
生
ビ
ジ
ョ
ン
」

に
基
づ
き
、
老
朽
化
対
策
等
が

必
要
な
三
鷹
市
立
井
口
小
学
校

の
大
規
模
改
修
工
事
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。
契
約
の
金
額
は 

６
億
２
千
370
万
円
、
契
約
の
相

手
方
は
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｙ
Ａ
・

入
月
建
設
共
同
企
業
体
で
、
工

期
は
契
約
確
定
日
の
翌
日
か
ら

令
和
８
年
１
月
15
日
ま
で
で

す
。

◆
三
鷹
市
本
庁
舎
市
民
部
フ
リ

ー
ア
ド
レ
ス
制
の
導
入
・
拡
充

に
係
る
諸
備
品
の
買
入
れ
に
つ

い
て

　

窓
口
業
務
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

化
を
推
進
し
、
市
民
の
利
便
性

を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
執

務
環
境
の
整
備
に
よ
り
、
業
務

◆

地
域
に
お
け
る
「
こ
ど
も
誰

で
も
通
園
制
度
」
の
制
度
拡
充

等
を
求
め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
速
や

か
な
制
度
の
導
入
に
加
え
、
育

児
と
多
様
な
働
き
方
や
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
両
立
の
推
進
の
た

め
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
の

特
段
の
取
組
を
求
め
る
。
⑴
実

施
事
業
所
が
不
足
す
る
地
域
で

は
、
十
分
な
受
入
先
を
確
保
す

補
正
予
算

◆
令
和
６
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
２
千
703
万
円
を

追
加
し
、
総
額
を
833
億
１
千
500

万
２
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算
の
内
容
は
、
歳
出
予

算
で
は
、
総
務
費
で
、
美
術
資

料
等
収
集
関
係
費
の
増
額
、
衛

生
費
で
、
乳
幼
児
等
予
防
接
種

事
業
費
の
増
額
、
高
齢
者
等
予

防
接
種
事
業
費
の
増
額
、
予
防

接
種
事
故
対
策
関
係
費
の
増

額
、
先
導
的
環
境
活
動
支
援
事

業
費
の
増
額
、
教
育
費
で
、
体

育
健
康
教
育
推
進
校
事
業
費
の

計
上
を
行
う
も
の
で
す
。
歳
入

予
算
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
予
防
接
種
健
康
被
害
給
付

費
負
担
金
の
計
上
、
市
町
村
総

合
交
付
金
の
増
額
、
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ

ク
チ
ン
男
性
接
種
補
助
金
の
計

上
、
小
児
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
任
意
接
種
補
助
金
の
計

上
、
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
任
意
接
種
補
助
金
の
計
上
、

体
育
健
康
教
育
推
進
校
事
業
委

託
金
の
計
上
、
環
境
基
金
と
り

く
ず
し
収
入
の
増
額
、
財
政
調

整
基
金
と
り
く
ず
し
収
入
の
減

額
を
行
う
も
の
で
す
。

契
約
及
び
財
産
の
取
得

井口グラウンド（仮称）等整備
イメージ

環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。
⑵
Ｉ

ｏ
Ｔ
セ
ン
サ
ー
や
ド
ロ
ー
ン
を

活
用
し
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

の
国
と
地
方
自
治
体
の
災
害
情

報
共
有
体
制
を
整
備
す
る
と
同

時
に
、
適
切
な
情
報
分
析
と
迅

速
な
対
策
を
促
す
気
象
防
災
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
自
治
体
へ
の
配

置
を
支
援
す
る
こ
と
。
⑶
正
確

な
情
報
を
発
信
す
る
公
的
情
報

サ
イ
ト
や
政
府
認
定
の
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
等
、
国
民
へ
の
普

及
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
。

◆

コ
ロ
ナ
後
遺
症
及
び
ワ
ク
チ

ン
後
遺
症
へ
の
対
応
強
化
を
求

め
る
意
見
書

　

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

悩
ん
で
い
る
患
者
に
寄
り
添

い
、
次
の
施
策
を
実
施
す
る
こ

と
を
強
く
求
め
る
。
⑴
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
後
遺

症
及
び
ワ
ク
チ
ン
後
遺
症
の
影

響
で
仕
事
を
失
っ
た
り
休
業
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
り
す
る
人
が

相
次
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
職

場
へ
の
復
帰
や
再
就
職
、
福
祉

施
策
と
結
び
つ
け
た
支
援
を
行

う
こ
と
。
⑵
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
後
遺
症
の
実
態

調
査
や
研
究
を
続
け
る
と
と
も

に
、
最
新
の
知
見
を
基
に
、
診

察
や
リ
ハ
ビ
リ
の
方
法
な
ど
を

示
し
た
手
引
を
適
宜
改
訂
す
る

こ
と
。
都
道
府
県
や
医
療
機
関

に
対
し
、
ワ
ク
チ
ン
後
遺
症
の

存
在
や
治
療
方
法
等
に
つ
い
て

情
報
収
集
や
研
究
等
、
国
が
取

り
組
ん
で
い
る
内
容
を
速
や
か

に
発
信
す
る
と
と
も
に
、
ワ
ク

チ
ン
後
遺
症
の
診
療
に
関
す
る

手
引
を
作
成
す
る
こ
と
。
⑶
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

後
遺
症
及
び
ワ
ク
チ
ン
後
遺
症

へ
の
理
解
、
啓
発
を
行
う
と
と

も
に
、
社
会
全
体
で
認
識
を
深

め
、
患
者
が
孤
立
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
積
極
的
な
情
報
発
信

を
強
化
す
る
こ
と
。


